
 産業廃棄物の剪定枝等の受入終了のお知らせ  
 

 

 

チップ工場に搬入される剪定枝等(剪定枝､伐採木､伐根等)の内 

札幌市内の建設工事等から発生する産業廃棄物につきましては、 

令和７年３月 31 日をもちまして産業廃棄物の受入を終了する 

こととなりました。 

令和７年４月１日から、市内から一般廃棄物として排出された 

ものに限り、受入を行うこととなります。 

  併せて、札幌市外で発生した産業廃棄物と一般廃棄物の受入に 

ついては、チップ工場では行っていませんので、ご注意願います。 

 

  以上、搬入者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

【お問合せ先】 

     (一財)札幌市環境事業公社 篠路資源化センター  TEL  011）791-6770 


